
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号

地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用

に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
職

員
の
任
期
を
定
め
た
採
用
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
職
員
」
と
は
、
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
法
律
に
よ
り
任
期
を

定
め
て
任
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
を
占
め
る
職

員
及
び
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、

前
条
及
び
次
項
に
お
い
て
は
、
同
法
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
は
、

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
任
命
権
者
」
と
は
、
地
方
公

務
員
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
及
び
そ

の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。

（
職
員
の
任
期
を
定
め
た
採
用
）

第
三
条
　
任
命
権
者
は
、
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又

は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
を
そ
の
者
が
有
す
る
当
該

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
一
定

の
期
間
活
用
し
て
遂
行
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
さ
れ

る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
条
例
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
を
選
考
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
専
門
的

な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
を
当
該
専
門
的
な
知
識
経
験

が
必
要
と
さ
れ
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
当
該
業
務
に
期
間
を
限

っ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
公
務
の
能
率
的
運
営
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
条
例
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
を
選
考
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
職
員
の
育
成

に
相
当
の
期
間
を
要
す
る
た
め
、
当
該
専
門
的
な
知

識
経
験
が
必
要
と
さ
れ
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と

が
適
任
と
認
め
ら
れ
る
職
員
を
部
内
で
確
保
す
る
こ

と
が
一
定
の
期
間
困
難
で
あ
る
場
合

二
　
当
該
専
門
的
な
知
識
経
験
が
急
速
に
進
歩
す
る
技

術
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
当
該
専
門
的
な

知
識
経
験
の
性
質
上
、
当
該
専
門
的
な
知
識
経
験
が

必
要
と
さ
れ
る
業
務
に
当
該
者
が
有
す
る
当
該
専
門

的
な
知
識
経
験
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

期
間
が
一
定
の
期
間
に
限
ら
れ
る
場
合

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
条

例
で
定
め
る
場
合

３
　
人
事
委
員
会
（
地
方
公
務
員
法
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

た
公
平
委
員
会
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
置
く
地
方

公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
前
二
項
の
規

定
に
よ
り
任
期
を
定
め
た
採
用
を
行
う
場
合
に
は
、
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
任
命
権
者
は
、
職
員
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業

務
の
い
ず
れ
か
に
期
間
を
限
っ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が

公
務
の
能
率
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る

場
合
に
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
を

任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
一
定
の
期
間
内
に
終
了
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

業
務

二
　
一
定
の
期
間
内
に
限
り
業
務
量
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
業
務

２
　
任
命
権
者
は
、
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ

れ
る
職
員
以
外
の
職
員
を
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の

い
ず
れ
か
に
係
る
職
に
任
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
職

員
を
当
該
業
務
以
外
の
業
務
に
期
間
を
限
っ
て
従
事
さ

せ
る
こ
と
が
公
務
の
能
率
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
き
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
職
員
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
期
を
定
め
た
採
用
）

第
五
条
　
任
命
権
者
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
を
前
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
が
公
務
の
能
率
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で

あ
る
場
合
に
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
短

時
間
勤
務
職
員
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
　
任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
住
民
に

対
し
て
職
員
に
よ
り
直
接
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
、
そ
の
提
供
時
間
を
延
長
し
、
若
し
く
は
繁
忙
時

に
お
け
る
提
供
体
制
を
充
実
し
、
又
は
そ
の
延
長
し
た

提
供
時
間
若
し
く
は
充
実
し
た
提
供
体
制
を
維
持
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
短
時
間
勤
務
職
員
を
当

該
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
公
務

の
能
率
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
き

は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
短
時
間
勤
務
職

員
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
任
命
権
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
職
員

が
次
に
掲
げ
る
承
認
（
第
二
号
に
あ
っ
て
は
、
承
認
そ

の
他
の
処
分
）
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
に
つ
い
て

短
時
間
勤
務
職
員
を
当
該
職
員
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る

こ
と
が
当
該
業
務
を
処
理
す
る
た
め
適
当
で
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
短

時
間
勤
務
職
員
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
　
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第

二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

二
　
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を

行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
七
十
六
号
）
第
六
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項

ま
で
の
規
定
を

低
基
準
と
し
て
定
め
る
条
例
の
規

定
に
よ
る
承
認
そ
の
他
の
処
分

三
　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
承
認

（
任
期
）

第
六
条
　
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
る
職
員
の
任
期
は
、
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
任
命
権
者
が
定
め
る
。

２
　
第
四
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
職
員

又
は
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
期
は
、
三
年
（
特
に
三
年

を
超
え
る
任
期
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
条

例
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
年
。
次
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
命
権
者

が
定
め
る
。

３
　
任
命
権
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め

て
職
員
又
は
短
時
間
勤
務
職
員
を
採
用
す
る
場
合
に

は
、
当
該
職
員
又
は
短
時
間
勤
務
職
員
に
そ
の
任
期
を

明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
任
命
権
者
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採

用
さ
れ
た
職
員
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
任
期
付
職

員
」
と
い
う
。
）
又
は
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次
条
に
お
い
て

「
一
般
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
の
任
期
が
五
年
に
満

た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
採
用
し
た
日
か
ら
五
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
任
期
を
更
新
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
任
命
権
者
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

四
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用

さ
れ
た
職
員
又
は
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
期
が
三
年
に

満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
採
用
し
た
日
か
ら
三
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
任
期
を
更
新
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
人
事
委
員
会
を
置
く
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す

る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
任
用
の
制
限
）

第
八
条
　
任
命
権
者
は
、
特
定
任
期
付
職
員
を
当
該
特
定

任
期
付
職
員
が
採
用
時
に
占
め
て
い
た
職
に
お
い
て
そ

の
有
す
る
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識

見
を
活
用
し
て
従
事
し
て
い
た
業
務
と
同
一
の
業
務
を

行
う
こ
と
を
そ
の
職
務
の
主
た
る
内
容
と
す
る
他
の
職

に
任
用
す
る
場
合
そ
の
他
特
定
任
期
付
職
員
又
は
一
般

任
期
付
職
員
を
任
期
を
定
め
て
採
用
し
た
趣
旨
に
反
し

な
い
場
合
に
限
り
、
特
定
任
期
付
職
員
又
は
一
般
任
期

付
職
員
を
、
そ
の
任
期
中
、
他
の
職
に
任
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
任
命
権
者
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期

を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
を
一
定
の
期
間
内
に
終
了

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
他
の
業
務
に
係
る
職
に
任
用

す
る
場
合
そ
の
他
同
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任

期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
又
は
短
時
間
勤
務
職
員

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）

を
任
期
を
定
め
て
採
用
し
た
趣
旨
に
反
し
な
い
場
合
に

限
り
、
任
期
付
職
員
を
、
そ
の
任
期
中
、
他
の
職
に
任

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
人
事
委
員
会
を
置
く
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
任
期
付
職

員
又
は
一
般
任
期
付
職
員
を
他
の
職
に
任
用
す
る
場
合

に
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
地
方
公
務
員
法
の
適
用
除
外
）

第
九
条
　
任
命
権
者
が
第
五
条
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
短
時
間
勤
務
職
員
を
任
用
す
る
場
合
に
は
、
地

方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
九
日
法
律
第
八
五

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
一
日
法
律
第

一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
郵
政
民
営
化
法
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
一
六
日
法
律
第
四

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
七
日
法
律
第
四

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
五
月
一
七
日
法
律
第
二

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
一

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
一
一
日
法
律
第
六
三

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
三
一
日
法
律
第
四
二

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
中
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
附
則
第

二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第

八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
三
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め

る
。
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